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皿　結　語

Ｉ　開　　　題

　現代資本主義論に求められる今目的課題は，第２次世界大戦後の一時期に見

られたような「資本主義は変わ った」という「認識」に触発されるものである

筈もない。現代資本主義と呼はれ，そこでは解決される筈の問題のうち何より

も失業の増大，杜会的不平等の拡大は，資本主義のｒ変化」の認識を動揺させ

ずにはおかない。しかし，その他方では，増加する失業老を雇用の「分割」に

よっ て吸収するための労働関係再編の可能性を保持し，杜会保障費節約のため

にこれを代替する杜会的装置の役割を高めて収入を「分割」し，杜会的不平等

を潜在化させ得るものである限りで，それは，なお現代資本主義にたいする信

仰の存続に可能性をあたえている 。

　増加する失業者を包摂する制度的装置をもち，杜会保障制度に代位する杜会

的装置をもっ て補強 ・再構成された現代資本主義は，発展史的観点からは「フ
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ラソス杜会主義」をはじめとする杜会党政権国家の成立と累積債務のために金

融的な破綻と経済的逼迫に直面する開発途上諸国が同時に存在するという歴史

段階の間題として把握されるべきものである 。

　杜会党政権国家については，その資本主義国の杜会的危機のもとで，保守党

政権が実施してきたｒ改革」の失敗と，杜会党による「変革」がこの保守党の

「改革」の延長線上にあることにおいて実現した点に注意を払う必要がある 。

保守党の「改革」と杜会党のｒ変革」の違いは，所有構造の再編成と権カ関係

とりわげ職場の権力関係の再構成とにおいて，その選択する方向と広がりの近
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
似性と差異性とによっ て明らかとなる 。所有構造の再編成においては，官有化

から民営化への転換の道を選ぶか，それとも国有化の拡大の中で再構成するか

の差異である 。権力関係の再構成においては，最近の技術革新のために起きた
　　　　　　　２）
労働組織の変化に対応するぱあいに，個別的労働関係に比重を移し集団的労働

関係の変質を助長し経営権の保全と強化をねらいとするか，それとも集団的労

働関係を強化しつつも個別的労働関係の補足によっ て労働者の自主揚制をねら

うかの違いである 。これらのことは，「フラソス杜会主義」における国有化政

策とオールー報告書にもとつく労働改革を想起すれぱよい。所有構造の再編成

と権力関係の再構成は，それらがどこまで成功するか，つまりこれらの再編成

と再構成とが生産機構の再編制に他ならたいがゆえに，生産力発展段階に照応

した生産の杜会的性格をどこまで合理的組織として表現しうるかということで

ある 。そして，生産力の発展に不照応とな った資本主義的外皮の破壊と弥縫の

在り様，その成功 ・不成功は，下部構造におげる力関係に依存するものである 。

その在り様の如何を間わず，国家諸装置が発揮する力はもとより ，その装置と

力の発揮を支える階級的基盤がどれだげ強固であるかということが，その方向

と成功を大きく左右するとい ってよい 。

　また，生産機構の再編制は，とくに貿易と金融のレベルにおいて，世界市場

におげる先進資本主義諸国間の「同盟」，つまり開発途上諸国との問の対立，

それと「同盟」内部の矛盾の激化にとも狂 って促迫されるものである 。そうだ

とすれぱ，この生産機構の再編制は，この再編制を促迫する国際的関係と諸条
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件のもとに解明されねぱたらたいし，生産機構の再編制に当 って発揮される国

家機構の動向についても明らかにされねぱならない。このような課題に答える

ためには，いまあらためて国家独占資本主義論について想起する必要がある 。

すなわち，現代資本主義分析のために，国家独占資本主義という概念の有効性

を再認識することである 。同時に，国家独占資本主義という概念が，現代資本

主義の今目的状況の解明に役立ちうるためには，その内容について深めるべき

課題があるということでもある 。企業構造改革や労働改革の具体的事例のもと

の所有構造の再編成と権力関係の再構成こそ，その深められるべき中心的課題

をなしていると考える 。

　国際的関係，国際的諸条件に促迫される生産機構の再編制は，その再編制を

誘導する政策方針と措置とが逆に国際的緊張を高めるように機能することもあ

りうる 。この緊張は，経済的には何よりも国際収支尻にあらわれる 。したが っ

て， 貿易 ・資本取引と為替管理の実効性をどれだげ挙げうるかが，生産機構の

再編制を成功させるか否かに重大な影響をあたえる 。その一国的管理の実効性

は， 先進資本主義諸国のｒ同盟」内部において，とれだげ独自に方針を貫徹で

きるかにかかわ っている 。しかし，独自の方針は，国際的「協調」を乱して国

際的緊張を高めかねたい。杜会党政権国家が成功するか否かは，そこに止まる

限りではまさにこの「同盟」の中でどれだげ独自の方針を貫徹できるかという

ことにかかわ っている 。そして「フラソス杜会主義」の困難さも ，またこのこ

とに起因しているといえよう 。

　つぎに，所有構造の再編成と権力関係の再構成を内容とする生産機構の再編
　　　　　　　　　　　　　３）
制において，国家機構の動向とも関連して階級対抗の激化をとらえねぱならな

い。 また，所有構造の再編成において，官有化企業の民営化と国有化およびそ

の拡大との間にある異同を明らかにする場合に必要なことは，民主的改革のレ

ベルの問題からすれは，民問企業の管理方式の杜会性と「合理性」についての

検討である 。なぜならぱ，生産機構の民主化のための再編制にとっ ては，官有

化と区別された国有化企業と民間企業との所有関係の違いにもとづくそれぞれ

の管理においてなお「均質性」が不可欠の条件だからである 。「フラソス杜会

　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ８３）
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主義」では，民問企業におげる企業構造改革が国有化と併行し，わが国の場合

には，逆に民問企業の管理方式の杜会性と「合理性」に依拠すべく国営企業の

民営化が進められている 。権力関係の再構成においては，労使関係の変革をせ

まる労働制度上の改革が進められる 。この労使関係の制度的変革は，何よりも

争議の防止を目的とするところで保守政権と杜会党政権の間に共通性が見られ

る。 ただその違いは，杜会党政権では，一方で労働組合の権限を労使協議の場

において手続上強化したがら，他方で労働者個人の意見表示の権利を認めて労

働組織内の労働諸条件決定に直接参加させるなど，直接参加制度を代表制と並

置することによっ て， 労働組合による現場のノレーノレ形成を制度化しようとする 。

保守党政権のぱあいには，意見表示を権利ではなく時には半ぱ義務化し，労使

協議の場の労働組合の権限を限定しようとする 。そこに杜会党政権の方針や措

置との相違がある 。このように，生産機構の再編制にともな って現場に生起す

る労働権利の実態上の変化の問題がいま解明されるべき課題として登場してく

る。 この労働現場，すなわち職場の労使関係におげる権力関係の如何は，所有

関係の要因とともに，生産機構の再編制が生産力の今目の段階において生産の

杜会性を反映した合理的組織となり得るか否かを規定する要因である 。また ，

その課題としての重要性は，この職場の労使関係が安定するか動揺するかであ

る。 また，それは国家機構を媒介にしてやがて政権の安定と動揺にもかかわる

からである 。この間題にとっ て， 「フラソス杜会主義」の産業政策のもとでは ，

労働現場におげるフレキンビリテ（１ｅｓ　ｉｅｘ・ｂ１ｌ・ｔ６ｓ）とそれの反抗にかかわるリベ

ルテ（ｌａ１・ｂｅｒｔ６）の問題が，当面重要な分析対象となるであろう 。

　かくして，本稿におげる課題は ，

　（１）国家独占資本主義論の今目的再評価。

　（２）生産機構の再編制にかかわる職場の労使関係におげる労働者の権利状態

　　の把握

となる 。

　これらの間題を解明することによっ て， 「フラソス杜会主義」の歴史実験の

内容をもとに杜会党政権国家の評価を試み，この杜会党政権国家との対比にお
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いて現代資本主義の危機管理体制の世界史的位置を明らかにしようとするもの

である 。そのことは，今日の資本主義の杜会的危機にたいし，「フラソス杜会

主義」に照らして民主的改革の現実的可能性と改革点をより鮮明にえがき出す

ことにも連がるものと考える 。その一環として，マイクロェレクトロニクス機

器の導入を軸とする技術革新が，労働とその組織を変化させ，この変化をとお

して労使関係，とりわげ職場の労使関係にもたらす諸問題を，その不透明た中

から抽出することを意図するものである 。労働制度の改革によっ て追求される

フレキンヒリテのための措置が，労働者にとっ てリヘノレテの問題として何を問

題として提起するのか，そしてそのリベノレテとは，生産機構と杜会組織の再編

にとっ て何を意味するのかを明らかにすることが重要である 。これらの問題は ，

権力関係の基底的条件にかかわることから，民主的改革の内容の一つの重要た

問題として十分に解明されるべきものであるといわねはならない 。

　以上のような本稿の課題と目的とをもっ て論述を進めるに当 って，当面，フ

ラソスのミッテラン政権の産業政策と労働改革を素材とし，分析の理論枠を確

定しつつ，解卿こ必要な最低限の資料をもっ て素描するものである 。今目の保

革「共存」下のフラソスの行末までもここで問題にすることは，直接の課題で

はたいし，余力もない。また，杜会党政権下で進行した間題を明らかにしてこ

そ， 今回の政権交替の意味もやがて明らかになるであろう 。

１）官有化（Ｉ’６ｔａｔ１ｓａｔ１ｏｎ）は，民主的国有化（ｌａ　ｎａｔ１０ｎａｌ１ｓａｔ１０ｎ　ｄ６ｍｏｃｒａｔ１ｑｕｅ）

　と区別される 。なお，この点に関しては，のちに述べることにする 。

２）労働とその組織の変化は，マイクロェレクトロニクス機器の導入により労働そ

　のものが情報労働へと変化し，同時に労働のシステム化が起きることを内容とす

　る 。こうした変化に対応して，雇用 ・就業捗態の柔軟化，すなわちフレキシビリ

　テが求められることにたり ，労働関係の既存の枠内におさまり切らたい領域が生

　じる 。そこでこの領域を掌握するために，Ｑ　Ｃなどの小集団管理の手法が導入さ

　れるとともに，それを労使関係制度としてどのように包摂するか，という問題も

　発生する 。Ｌかし，権利要求を保証するという観点のみからこの領域を現行労使

　関係に包摂させ切ることは困難であるという 。そこで，それを労働生活の組織化

　（１’０ｒｇａｎ１ｓａｔ１ｏｎ　ｄｅ１ａ　ｖ１ｅ　ｄｅ　ｔｒａｖａ１１）ととらえ，労働者にも労働諾条件の改善

　に責任の一端を負わせた労働の基準設定のノレーノレづくりの試みがなされる 。
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　３）帝国主義段階で，独占資本主義の国家独占資本主義への移行とともに，国家機

　　構の強化と拡大が生じる 。しかＬ，この国家機構の強化と拡大は，その肥大化の

　　傾向を保ちながらも ，権力の集中が進むと逆に権限の分散 ・委譲も進行する 。権

　　カの集中過程においては，意志決定のサブ ・システム を利用する方式，権隈の分

　　散 ・委譲過程においては，事務簡素化のための機構改革をもともなうことがあ

　　る。今日のわが剛こおげる臨調ｒ行革」を見るばあいにも ，権力の集中と権限の

　　分散 ・委譲の両過程を含み，国家機構の弱体化ではなく強化 ・拡大という基本傾

　　向は不変であることを見る必要がある。また，今目議論のあるコーポラティズム

　　にたいする理解も，この国家機構の強化 ・拡大を基盤にすえて理解すべきものと

　　考えている 。

皿　労働改革と杜会「変革」

　１　社会民主主義政権下の社会「変革」と国家独占資本主義

　資本主義は，１９７０年代の危機と８０年代初頭の世界同時不況をハ子として，ケ

イソズ主義の経済政策から非ケイソズ主義の経済政策への転換をよりい っそう

体系的に推進することにな った。もちろんこの政策転換は，すでに７０年代にお

いて金利重視の通貨管理の破綻のゆえに，通貨 ・信用のアクリゲーソ 管理へと

向わねばならなか ったという事情（インフレ高進）によるものである 。アメリカ

のような巨大な国内市場があ っても，ケイソス主義の経済政策は市場の超過的

な拡大をもたらし，この市場拡大は制度的に維持された国際市場を国内市場と

同一のレベルの市場として包摂することを求める 。為替の固定相場制，ＧＡＴ

Ｔ（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｇｒｅｅｍｅｎｔ　ｏｎ　Ｔａｒ１任ｓ　ａｎｄ　Ｔｒａｄｅ，関税と貿易に関する一般協定），世界

銀行などは，以上のような性格の国際市場を維持する制度であり ，統一市場の

性格を維持するこれらの制度保証は，アメリカの必要性にもとづき，その経済

力と政治力とに依存するものであ った。このような拡大の基調を維持する国際

市場のもとで，アメリカ以外の資本主義諸国も，ケイソス主義の経済政策を採

用できたし，また，アメリカのケイソズ主義の経済政策に促迫されてケイソズ

主義の経済政策をとることにもな った。しかし，資本主義諸国のケイソス主義
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の経済政策は，国際市場におげる市場構造に大きな歪みをもたらし，この歪み

の上に物価の高騰を口乎ぴおこすことにた った。「南北問題」，石油価格の急騰 ，

「賃金爆発」などは，その表われである 。だが，いまここで，ケイソズ主義の

経済政策について，その功罪を論ずるつもりはない。また，現実の経済政策を

ケイソズ主義の経済政策として，どのように論証するのかについても，本稿で

取りあげることはない。ただ，それらは，課題の位置関係を明らかにするため

にのみ論ぜられるものである 。

　さて，アメリカのとるケインズ主義の経済政策に主導されたがら，他の資本

主義諸国がケイソズ主義の経済政策をとるぽあいに，それぞれの国内市場との

統一性が求められる国外市場の集合として，国際市場は「相互依存」と「協

力」の関係を要請される 。しかし，この国際市場におげる「相互依存」と「協

力」の関係は，市場構造に歪みがあるばあいには，その当初から矛盾をもっ た，

不安定たものでしかない。この矛盾は，市場の統一性の維持に主導的役割を果

たすアメリカの経済力，ひいては政治力が強力である１まあいは，この統一性を

維持する制度機能によっ てその発現が抑止される 。自分のためにアメリカが ，

以上のような主導的な力を発揮しているかぎりでは，市場構造の歪みの影響と

結果にたいする保障によっ て国際市場の統一性が保たれる 。アメリヵの・この

国際市場の統一性を保持しようとする役割との関係において，「ド ノレ不足」や

「トノレ過剰」か，国際的に問題にな ったのである 。さらにまた，１９６０年代に入

って，アメリカの経済にかげりが見えはじめ，また，い っそう拡大する軍事行

動や軍事援助によっ てその負担が重くなるにつれて，アメリカの経済力は低下

した。この力の低下は，ケイソズ主義の経済政策のための世界市場の統一性を

緯持する制度的枠組を動揺させることにな った。たとえぽ，ブレトソ ・ウ ッズ

体制の終焉がそうである 。

　ケイソズ主義の経済政策への反省は，通貨 ・信用の総供給量の抑制的目標管

理と雇用維持的および循環的に膨張した国家の予算赤字にたいする円滑た資金

調達を調和させる政策，すなわちポリシー・ ミックスを登場させることにた っ

た。 しかし，通貨 ・信用のアグリゲーソ目標を追求することは，国内志向の政

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１８７）
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策をとることを意味し，固定相場制が崩壌しているもとで為替 レートを調整し

て「協力」関係の下に置くことをむつかしくした。諸国問の「暢力」関係に主

導的位置を占めてきたアメリヵが，非ヶイソズ主義の経済政策へと転換し，ポ

リンー・ ミックスを採用するようになると，世界市場におげる諸国間の対立は ，

　　　　　　　　　　　　　　ユ）
いちだんと強まることにな った。この対立は，矛盾に充ちた「協力」関係の中

に犠牲をかえりみず留まるか，「協力」関係から離れて独自の政策行動をとる

かの選択を迫ることである 。世界市場におげる諸国間の激化する対立にたいし，

国際的な「協カ」関係に一定の変更を求める政治的選択として，政治的座標軸

の旋回が生じる 。この座標軸の左旋回を選択したのは，フラソスであ った。こ

のフラソスの選択は，全体として右旋回が志向されるなかでは，きわだ った選

択であ ったといえる 。このフラソスにおげる左旋回は，政策領域に関して如何

たる課題をめくっ て選択された旋回であ ったのかという点が，政策論について

の一つの重要な論題である 。失業の増大，物価局騰と購買力低下，基幹産業の

衰退，杜会保障財政の危機たどは，フラソス杜会において現われた経済政策上

の重要な課題であ った。そこで，完全雇用を目標とする雇用創出，産業構造の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
変革，収入 ・財産の不平等を是正すること，これらの諸問題の改善のための政

策行動を誰の指導にまかせるかという選択が，フラソス国民の手に委ねられた 。

そして，フラソスでは，１９８１年の大統領選挙とその直後の国民議会選挙で国民

はミッ テラソ氏と杜会党を選択した。選挙で勝利したミッ テラン氏と杜会党は ，

ケイソズ主義の経済政策と富の再配分政策とを基軸にする「フランス杜会主

義」の路線をとることにな った。しかし，産業 ・企業の国有化を除けぱ，経済

成長，物価安定，杜会保障の調整，減税などの政策課題は，保守党が過去にと

ってきた政策と共通のものであ った。つまり ，第　次石油ショック以後の経済

危機にたいする対策は，国有化政策を別にすれは，本来，保守党政権のもとで

実施され，保守党政権の手で手直しされようとした政策を，ミッ テラソと杜会

党は手直しを認めず逆に促進することを主張したという意味で，政策的な連続

性があ ったし，国有化政策についても，人民戦線内閣の下およぴ第二次世界大

戦後の復興期にすでに経験したものであ って，国有化選択のアレルギーは幾分

　　　　　　　　　　　　　　　　（１８８）
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緩和されたものであ ったといえよう 。

　「フラソス杜会主義」という所有関係と権力関係におげるこの座標軸の旋回

は， この局面におげる資本主義分析の理論枠についてその再検討をうながさず

にはおかない。何故なら，所有関係と権力関係の一定の変更を含めて解明した

けれぼたらたいからである 。ところで，これまでの理論枠としては，その基底

に帝国主義論と国家独占資本主義論とがある 。共産主義諸国を含む世界経済分

析として，かつて全般的危機論もあ った。いま ，ｒフラソス杜会主義」の実験

が行われている局面では，とくに国家独占資本主義論の位置については帝国主

義のもとでの国際関係の中で把握されるべきだという再確認が求められている

といえよう 。な娃なら，「フラソス杜会主義」のケイソス主義と所得再配分の

政策にとっ て， 生産機構を変えることが要請されるばあいに，とりうる政策行

動が国際的に制約され，したが って，国際的な「相互依存」と「協力」関係の

枠組みのもとで把握され棚まならないからである 。アメリカ主導の国際的な枠

組みからの離脱なしには，政策行動におげる制約はまぬがれ得るものではない 。

この「相互依存」と「協力」関係の下にあるかぎり ，国家独占資本主義として

の分析は，帝国主義的矛盾の激化と弱い環の析出に関連させてしか有効性を維

持しえないであろう 。

　さらに，「フラソス杜会主義」の実験は，自主管理と分権化の試みによっ て，

国家独占資本主義の理論的精綴化を要請するものとな ってきている 。この実験

において，企業の再組織化と企業内部の力関係すなわち権力関係の変革が求め

られるとき，勤労者が企業の各 レベノレの意思決定に参加しうるような管理系統

に改めるとすれば，それは自主管理（１ａ　ａｕｔｏｇｅｓｔｉｏｎ）の導入ということである
。

そのようた自主管理のために，分権化を推進する必要カミあり ，たとえぱ民問企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
業のレベルにおいては企業委員会の改革が重要な課題となる 。フラソスにおげ

るｒ企業改革」は，杜会党政権以前においてすでに試みられてきたところのも

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オルドナソス
のである 。歴史的に見れほ，１９５９年１月７目付特別政令および関違の実施観定

によっ て， 労働者にたいし企業の利潤に参加する可能性があたえられたことに
　　４）
始まる 。しかし，この政令の適用は，基本的には随意であ って，十分た成果は

　　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ８９）
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挙げられなか った。１９６７年８月１７目付特別政令は，成果への労働者の参加とと

もに労使交渉の分野を拡大し，準備期問の設定と租税特別措置を採用している 。

この分配関係の手直しによっ て貯蓄の増大ひいては投資の発展をはかるものと

意図されながら，それは実際には消極的な内容の法案であ った。この政令では ，

常時１００人以上の被雇用者をもつ企業に実施を義務つげる性格をもちながら ，

現実には計算方法の間題たどもあ って分配額はセ厚 に近く ，参加といえるよう

なものではなか った。このような分配問題としての「企業改革」の失敗を経験

して，企業内部の力関係の変革をともなう参加という考えが提起されてきた 。

１９７５年２月のシ ュト肩一毅告（ＬＡ　ＲＥＦＯＲＭＥ　ＤＥ　Ｌ’ＥＮＴＲＥＰＲＩＳＥ　Ｒａｐｐｏｒｔ　ｄｕ

ｃｏｍｔ６ｐｒ６ｓ・ｄ６ｐａｒ　Ｐ・ｅｒｒｅ　Ｓｕｄｒｅａｕ）は，労働条件の改善，労働組合の杜会的役

割を重視したｒ企業のための諸改革」をｒ発展的，多元的，総合的ヴィショソ」

として提案した。しかし，そこでいう企業改革は，杜会改革を意味するもので

はないという主張が，ンユトロー報告の性格を示していた。この改革案は，労

資双方の反対で結局実現するに至らなかった。かくして，企業改革は，杜会党

政権の成立を待たなげれば，本格的に展開することはなか った 。

　それでは，自主管理や分権化など「フラソス杜会主義」の経験という現実の

もとで，国家独占資本主義分析の理論枠として付加され，再検討されるべき間

題は如何たるものであるのか。われわれは，まずは，国家独占資本主義論の原

点におげる分析から出発することにしよう 。

　国家独占資本主義と帝国主義の関連について，レーニソは，ｒ国家と革命」

の中で，「帝国主義　　銀行資本の時代，巨大な資本主義的独占体の時代，独

占資本主義が国家独占資本主義へ成長転化する時代」としてとらえ，この時期

に， 「プ 肩レタリアートにたいする弾圧の強化と関連して，『国家機構』の異常

な強化，国家機構の官僚的およぴ軍事的機関の前代未聞の拡大」が生ずると述
　　　５）
べている 。この引用文だげからすれば，プ 艀レタリアートの弾圧強化だけに一目

が向げられるし，プ ロレタリアートが「この国家機構をなにに代えるか」とい

う問題，すなわち「プ ロレタリアートの独裁」を結論するために，そこに目が

向くのは自然である 。しかし，レーニソが，１９世紀末と２０世紀初頭，すなわち

　　　　　　　　　　　　　　　　（１９０）
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帝国主義段階に入った時期の「資本主義国家　般の最近の進化全体の　般的特

徴」として指摘している内容ぱ，「『議会権力』が完成され，他方では，ブルジ

ョア体制の基礎は依然としてかわらずに，官吏の地位という『獲物』を分配し ，

再分配するいろいろなブルジ ョァ政党や小ブノレジ ョァ政党が権力のための闘争

を行い，最後に，『執行権力』とその官僚的および軍事的機関がい っそう完全
　　　　　　　　　　６）
なものになり強化した」ということである 。レーニソがここでいう国家機構が

完成し強化されるというのは，独占資本主義が国家独占資本主義へと成長転化

する帝国主義の段階としてとらえるべきであり ，その上で，弾圧強化と関連す

る異常な強化として指摘されているとみるべきであろう 。

　また，独占資本主義の国家独占資本主義への成長転化を内容とする帝国主義

の理解は，恐慌と戦争を媒介にして世界市場との関連のもとに国家独占資本主

義をとらえることを意味する 。資本主義の全般的危機という　般的な規定との

関連ではなく ，戦争や恐慌という直接的な影響の下におげる国家独占資本主義

において，何が論ぜられねぱたらないかを，あらためて考える必要がある 。戦

時下の日本国家独占資本主義は，生産力の動員体制をとることによっ て結果的

に生産力を崩壌させてしまっ たという歴史をもっ ている 。この歴史的経験から ，

国家独占資本主義の成立とその危機，さらには杜会的危機として解明されるべ

きというあらたな課題を抽出することができるのではなかろうか。同様に，今

目の経済危機においても，フラソスの国家独占資本主義論において主張されて

いるように，国家独占資本主義の危機が明らかにされる必要があり ，国家独占

資本主義の危機をとのようにとらえるかは，重要な問題である 。国有化企業の

経営危機をもっ てその危機のあらわれとみることもできる 。すなわち「国有化

企業は，独占フノレショ アシーが国家独占資本主義の生産諸関係における生産諸

力の発展の問題を真に解決する能カがないことから生ずる諸矛盾のすへてが共
　　　　　　　　　７）
鳴しあう場とな った」と ，いわれている 。資本主義体制のなかの矛盾としてと

らえられた国有化企業を，「官有化（１’６ｔａｔｉｓａｔｉｏｎ）」として特徴づげ，「民主的国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
有化（ｌａ　ｎａｔ１ｏｎａ１・ｓａｔ・ｏｎ　ｄ６ｍｏｃｒａｔ・ｑｕｅ）」と区別して ，国有化企業の経営危機を

国家独占資本主義の危機としてとらえることを可能にしている 。しかしなが

　　　　　　　　　　　　　　　　（１９１）
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ら， もしｒ民主的国有化」を経済的杜会的進歩の決定的要因とするならば，生

産機構の中で国有化をとらえることであ って，経済計画を実施するに当 っての

合理的な生産組織と計画的運営の手段にとっ て国有化がもっ ている意味を，企

業改革との関連で検討する必要がある 。そこから「フラソス杜会主義」の経験

は， 国有化と民間企業の改革とを，計画経済のための生産機構として統合的に

評価することを求めているといえよう 。そのばあいに，国有化と民問企業の改

革との併存こそ，杜会党政権によっ て， 自主管理と分権化を媒介にして，生産

機構の民主性，効率性を実現するものと期待されているものというべきであろ

う。 しかし，フラソ刈こおげる杜会党と共産党との問の，国有化の範囲をめぐ

る意見の対立からしても，計画経済の生産機構にとっ て， 国有化，およぴ企業

改革についての検討は，避けられない重要な課題として提起されるし，ｒフラ

ンス杜会主義」の経験は，その再検討のための現実的材料を提供している 。

　すでに述べてきたように，独占資本主義の国家独占資本主義への成長転化は ，

帝国主義の矛盾激化と不可分である。すなわち，帝国主義戦争に促迫された国

家機構の完成強化にしても，それは世界市場におげる競争の激化，ひいては領

土再分割にいたる過程のなかの国家機構の完成強化として，国家独占資本主義

をとらえるということである。このような位置つけの国家独占資本主義におい

て， 世界市場との接点を析出することが，国家機構の完成強化の軸点を明らか

にするために重要となる 。たとえば，貿易をめぐる対立の激化が，為替戦争に

いたることから，通貨と為替の管理のための国家機構を完成強化することも ，

その一つの例である 。もちろん，そのはあいの世界市場は，構造的に把握され

るべきで，その市場構造は，植民地市場をも包摂しうる概念でなけれはならな

い。 だから，この市場構造との接点となる通貨と為替の管理は，国際的な対立

のなかに国内と国外との商品と資本との流れを観定する物価基準の設定という

役割を与えられることになる。これらの接点を明らかにすることは，また，こ

の接点において国家機構の完成強化されるべき軸点がきまるということによっ

て， 帝国主義におげる独占資本主義への成長転化の，たとえは為替戦争や市場

の囲い込みという契機や，たとえぱ軍事侵略的という性格が明らかにされ，さ

　　　　　　　　　　　　　　　　（１９２）
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らにこれらの接点における合理的管理が可能となり ，成功することによっ て，

経済の計画的運用のための生産機構が独自のものとして可能になるのである 。

ひいては，一国におげる民主的改革の可能性が与えられるのである 。

　これまでに述べてきたところを整理すれは，（１）国家独占資本主義は，帝国主

義段階の世界市場における対立激化を契機とし，独占資本主義から成長転化し

て成立すること 。そのぱあいに世界市場の対立が一国の生産機構に作用する接

点を抽出し，その作用を契機に完成強化される国家機構の解明が必要である 。

（２）この完成強化される国家機構は，官僚機構として独自に分析されるものでは

たく ，生産組織の編成におげる「合理性」すなわち杜会的危機とりわけ経済的

危機のもとにおげる独占的高利潤を確保できる生産組織を移成するものとして

存在する。（３）国家機構と生産組織とを一体として把握することによっ て可能と

なる生産機構の分析に当 って，企業におげる分配関係のみならず権力関係がと

りあげられねばならない。（４）国家独占資本主義論の再提起に当 っての以上のよ

うな課題の確認は，帝国主義の諸矛盾を国家独占資本主義のもとで発現する矛

盾として，完成強化される国家機構，経済的危機のもとでｒ合理性」，「効率性」

の生産機構の編制が進められるぱあいの諸階級対抗のプ ロセスとして解明され

るべきことこそが最終の課題であるということを意味している 。

　さらに，国家独占資本主義論の再提起においては，ケイソズ主義の経済政策

を資本主義世界市場の統一性のための政治的 ・経済的条件と関連させ，この統

一性の形成と解体のプ ロセスにおいて，ケイソズ主義，非ケイソズ主義の経済

政策を批判することの責務が，この再提起におげる新しい課題に負わされてい

る。 すなわち，通貨 ・為替管理，貿易と資本の自由市場などの政策的協調と制

度的に維持された市場の統一性とを前提にした近代経済学の諸理論に対する批

判を，責務としている 。市場構造や企業行動から接近するばあいの限界につい

て明確にすることも ，批判の内容の一つとなるということである 。

１）　Ｏ　Ｅ　Ｃ　Ｄを中心に積極的調整政策（Ｐｏｓｉｔｉｖｅ　ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔ　ｐｏ１ｉｃｙ）が主張される

　他方で，貿易摩擦はい っそう深刻にな ってきている 。調整は，いまや国際的協力

　の枠を踏み出して，国内政策への他国からの干渉ともなりかねない状況にある 。

　　　　　　　　　　　　　　　（１９３）



ユ４　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第３５巻 ・第２号）

　　　たとえぱ，内需中心型の産業構造への転換をアメリカに約束するとき，その実現

　　　のための目米間の定期的協議は，国内政策への干渉の場ともなりかねないと危倶

　　　される声が聞かれるのが，そのことを示している 。

　２）フラソス杜会党綱領ｒ暮らしを変えよう」（１９７２年採択），左翼共同政府綱領

　　　（１９７２年調印）を術敷したｒ杜会主義ブ ロジ ェクト」によると ，ｒここ半世紀以

　　来，フラソスの杜会は，これほどの状態を知らないできた。失業の広がり ，購買

　　　力の低下，物価の急上昇，基幹産業の解体，杜会保障への攻撃，公共サービスの

　　危機，自由に対する攻撃の激化，杜会不安の蔓延」（フラソス杜会党編 ・犬津真

　　作訳『杜会主義プ ロジ ヱクト』合同出版，１９８２年，１３ぺ 一ジ）しているとする 。

　　　また，ミッ テラソ政権発足当時，杜会党は従来から批判してきた三つの弊害，す

　　　なわち失業，産業の停滞，杜会的不平等の是正を経済政策の主要な目標にかかげ

　　　た（在仏目本大使館ｒミッ テラソ政権下のフラソス経済」大蔵省大臣官房調査企

　　　画課『調査月報』第７３巻第５号，１９８４年５月 ，３７べ一ジ）。

　３）杜会の根底的変革は，企業の再組織化と企業内部の力関係の変革だとして，フ

　　　ラソス杜会党のｒプ ロジ ェクト」は，公共部門では管理の自主性のために分権化

　　　を最犬限に進めるとしている 。また，民問企業では，企業委員会の抜本的改革に

　　　よっ て， 勤労者の介入の発展を職場およびサービスのレベルで公共部門の組織移

　　　態に類似した組織捗態にまで到達させうるという（前掲『杜会主義プ ロジ ェク

　　　ト』，２０２～２０７べ一ジ）。

　４）企業の利潤，資本への参加のほかに，労使間契約など一定の手続のもとに生産

　　　性向上への参加が考えられた 。

　　５）　 レーニソｒ国家と革命」，邦訳『レーニソ全集』第２５巻，大月書店，４４２～４４３

　　　べ 一ジ 。

　　６）　同上書，４４２ぺ一ジ 。

　　７）　 フラソス共産党中央委員会経済部『エコノミー・ 二・ ポリティーク』誌，大島

　　　雄一他訳『国家独占資本主義』下，新日本出版杜，１９７５年，２８８ぺ一ジ 。

　　８）　同上書，２９４べ一ジ 。

２　企業構造の改革と労働者の代表制

企業の国有化と民問企業の権カ関係の変革とは，労働者による生産単位 レベ

ルにおげる命令系統への介入を保証する組織形態として類似しており ，したが

って，計画経済のための生産機構としては，同列の意義があたえられる 。改革

された公共都門と民間企業とは，自主管理と分権化とによっ て組織された生産

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９４）
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諸単位の組織化のもとで，同質の生産組織とみなされる 。これが，フラソス杜

会党の「プ ロクラム」に示された内容である 。そこでは，生産諸単位の合理的

な組織化と企業の資本主義的構造の改革（権力関係の一定の変革）による生産機

構の合理化が目指されていて，合併 ・閉鎖 ・移転 ・投資の決定に介入する労働

老の権力を，企業組織の内部に保証すること ，つまり民問企業の権力関係を再

編することによっ て所有関係を揚制するという企業の改革を主張している 。企

業の権力関係の変革について「ブ ロクラム」は，労働組合の介入能力を強化す

べきとし，そのために労働組合と労働者の企業，職場での自由に関する権利を

拡大することを重要視し，これと関連して民間企業におげる企業委員会の抜本

的改革を提起している 。

　実際に，ミッ テラソ政権は，政権誕生以来，杜会的公正（１ａ〕ｕｓｔ・ｃｅ　ｓｏｃ・ａ１ｅ）

と杜会的進歩（ｌｅ　ｐｒｏｇｒｅｓ　ｓｏｃｉａｌ）のための政策を進めてきたが，その中の一つ

として，労使関係法の大幅な改正を実施した 。

　１９８１年９月に，オーノレー（Ｊｅａｎ　ＡＵＲＯＵＸ）労働大臣によっ て， 「労働者の権

利について（ｓｕｒ　ｌｅｓ　ｄｒｏｉｔｓ　ｄｅｓ　ｔｒａｖａｉ１ｌｅｕｒｓ）」の報告書が大統領に提出された
。

この報告書は，当初において，労働者は都市におげる公民（１ｅｓ　ｃｉｔｏｙｅｎｓ）であり
，

企業の中でも同様に公民であることを認めている 。しかし，提起された具体的

方法は，それらが積極的変革という方向に進められるとしたら，これらの方法

は労働者の実際の要求にも ，時に大臣によっ て述べられる　般的目的にも照応
　　　　　　　　　　　　　　　１）
する広がりを少しも持っていないという評価も生まれてくる 。この報告書では ，

一時的労働（１ｅ　ｔｒａｖａ・１ｔｅｍｐｏｒａ・ｒｅ） ，期間の定めのある契約（１ｅｓ　ｃｏｎｔｒａｔｓ主ｄｕｒ６ｅ

ｄ６ｔｅｍｎ台ｅ）についてのオ ノレトナソス，労働権の抜本的改革につながる五つの
　　　書）
法律案が，提起されている 。そしてこの法律案は，新規の国民議会（ｌａ　Ａｓｓｅｍ －

ｂ１６ｅ　Ｎａｔ・ｏｎａｌｅ）でいつの目か投票にかけられねはならたい労働権の抜本改革の

開始でしかないという内容をなしている 。解雇権やストライキ権と同じくらい

重要な問題にも，結局のところこの法律案は何事も触れていないのである 。ま

た， この法律案には，懲戒承認にあた っての事前の話合い（１’ｅｎｔｒｅｔ・ｅｎ　ｐｒ６ａ工ａｂｌｅ

主１ａ　ｓａｎｃｔ．ｏｎ　ｄ・ｓｃ・ｐ１ｍａ・ｒｅｓ）あるいは当面の課題のために支配的地位の組合や

　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ９５）
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分野に従って，その系列下にある組合によっ て彬成された諸々の企業集団委員

会（ｌｅｓｃｏｍｉｔ６ｓｄｅｇｒｏｕｐｅ）の創設が含まれている 。しかし，これら新しい権利

については，その適用は，雇用主の善思次第とされていた。労働者の意見表示

（１’ｅｘｐｒｅｓｓ１ｏｎ）の権利についても ，全く同様であ った 。

　オールー報告書にもとづいて，企業内の新しい労使関係を規定する法律が制

定された。すなわち，企業における労働者の自由に関する１９８２年８月４目の法

律（Ｌｏ・ｎ ◎８２－６８９ｒｅ１ａｔ・ｖｅａｕ・１・ｂｅｒｔ６ｓｄｅｓｔｒａｖａ・１ｌｅｕｒｓｄａｎｓｌ’ｅｎｔｒｅｐｒ・ｓｅｒｅｍｐ１ａｇａｎｔ

１ａ　ｓｅｃｔ１ｏｎ　ＶＩ　ｄｕ　ｃｈａｐ１ｔｒｅ　ＩＩ　ｄｕ　ｔ１ｔｒｅ　ＩＩ　ｄｕ　ｌ１ｖｒｅ　Ｉｅ「 ｄｕ　Ｃｏｄｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａ１１ｍｏｄ１ｉａｎｔ

ｅｔ　ｍｓｔ・ｔｕａｎｔ　ｌｅ　ｔ１ｔｒｅ　ＶＩ　ａｕ　ｌ・ｖｒｅ　ＩＶ） ，従業員の代表制の発展に関する１９８２年１０

月２８目の法律（Ｌ０１ｎ◎８２－９１５ｒｅｌａｔ１ｖｅ　ａｕ　ｄ６ｖｅｌｏｐｐｅｍｅｎｔ　ｄｅｓ　ｍｓｔ・ｔｕｔ・ｏｎｓ　ｒｅＰｒ６ｓｅｎ
－

ｔａｔ・ｖｅｓ　ｄｕ　ｐｅｒｓｏｍｅ１） ，団体交渉及ぴ労働争議の調整に関する１９８２年１１月１３目の

法律（Ｌｏ・ｎ ◎８２－９５７ｒｅｌａｔ・ｖｅき１ａ　ｎ６ｇｏｃ１ａｔ１ｏｎ　ｃｏｎｅｃｔ１ｖｅ　ｅｔ　ａｕ　ｒさｇｌｅｍｅｎｔ　ｄｅｓ　ｃｏｎｉ１ｔｓ

ｃｏ１１ｅｃｔ・ｆｓ　ｄｅ　ｔｒａｖａ・１） ，衛生安全労働委員会に関する１９８２年１２月２３目の法律（Ｌｏ・

ｎ◎ ８２－１０９７ｒｅ１ａｔ１ｖｅ　ａｕｘ　ｃｏｍ１ｔ６ｓ　ｄ’ｈｙｇ１さｎｅ，ｄｅ　ｓ６ｃｕｎｔ６ｅｔ　ｄｅｓ　ｃｏｎｄ１ｔ１ｏｎｓ　ｄｅ　ｔｒａｖａ１１）

の四つの法律が制定された。同時に，労働時問および有給休暇に関する１９８２年

１月１６日のオノレトナソス（Ｏｒｄｏｍａｎｃｅ　ｎ◎８２－４１ｒｅｌａｔ１ｖｅさ１ａｄｕｒ６ｅｄｕｔｒａｖａ１１ｅｔ

ａｕｘ　ｃｏｎｇ６ｓ　ｐａｙ６ｓ）），一時的労働に関する１９８２年２月５目のオノレドナンス（Ｏｒ－

ｄｏｍａｎｃｅ　ｎ ◎８２＿１３１ｍｏｄ１ｆｉａｎｔ１ｅｓ　ｄ１ｓｐｏｓ１ｔ１ｏｎｓ　ｄｕ　Ｃｏｄｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａ１１ｒｅｌａｔ１ｖｅｓ　ａｕ　ｔｒａｖａ１ｌ

ｔｅｍｐｏｒａ１ｒｅ），期問の定めのある労働契約に関する１９８２年２月５目のオルトナソ

ス（Ｏｒｄｏｍａｎｃｅｎ◎８２＿１３０ｍｏｄ１ｉａｎｔｌｅｓｄ１ｓｐｏｓ１ｔ１ｏｎｓｄｕＣｏｄｅｄｕｔｒａｖａ１ｌｒｅｌａｔ１ｖｅｓ

ａｕ　ｃｏｎｔｒａｔ　ｄｅ　ｔｒａｖａ１１主ｄｕｒ６ｅ　ｄ６ｔｅｒｍｍ６ｅ　ａｍｓ１ｑｕｅ　ｃｅｒｔａｍｅｓ　ｄ１ｓｐｏｓ１ｔ１ｏｎｓ　ｄｕ　Ｃｏｄｅ

ＣｉＶｉ１）が出された
。

　結局，オールー報告書にもとづいて進められた労働改革は，ミッ テラソ政権

にとっ て重要かつ緊急の課題であ った雇用 ・失業問題の解決のために，労働者

に公民権（ｌｅ　Ｃ・ｔＯｙｅｍｅｔ６）を保障し，企業構造の改革の担い手たらしめること

が必要であるという考えにもとづいてぺ・た。それは，企業主の経済的責任や労

使交渉の新しい力関係に基礎つげられた経済的民主主義の新しい広がりとして ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
労働者にあたえられた新しい諸権利をとらえることでもある 。企業におげる労

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９６）
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働者の自由に関する湊律の提案理由書の中で，ハソデ ィのあるわげでない「安

定した雇用にすでについている人達に諸権利を与えることは，労働の基本的権

利にたいしてはね返りをひきおこさなくとも ，さらに，その杜会の原理や諸結

果から非難されるだげであろうが，『二極的』杜会（ｍｅ　ｓｏｃｉ６ｔ６ ・ｄｕａｌｅ”）を創

ることに寄与するだろう 。その理由は，政府が，失業にたいする闘いを政府の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
とる最優先する行動となしたということである」と述べている 。全国や地方の

レベルにおいて，公権力が果たす役割とともに，労働組合幹部の役割も重視さ

れ， 権力関係におげる双対性が志向されているといえよう 。

　企業内におげる労働者の自由に関する権利の拡大は，就業規則，懲戒権にた

いする法的規制，労働者の意見表示権の承認などによっ て進んだ。このことか

ら， 労働関係は，最も基底的 レヘルにおいて直接的な法的規制を受げることに

なっ た。 それは，企業におげる制裁権（ｕｎ　ｄｒｏエｔ　ｄ１ｓｃ１ｐｌ１ｎａ１ｒｅ）のあるべき内容

について口火を切るものであ った。また，企業内観則（ｕｎ　ｒさｇ１ｅｍｅｎｔ　ｉｎｔ６ｒｉｅｕｒ）

にたいする法的撹制は，論理的につめていけは，労働者の保護（ｌａ　ｄ６ｆｅｎｓｅ　ｄｅｓ

Ｓａ１ａｎるＳ）の権利にかんする諸規程を，企業内規則に表不しなげれはならないこ
　　　　　　　　５）
とも想定している 。また，雇主がなすことが可能た懲戒の種類と程度（ｌａ　ｎａｔｕｒｅ

ｅｔ　ｄｅ　ｌ’６ｃｈｅｌｌｅ　ｄｅｓ　ｓａｎｃｔｉｏｎｓ　ｑｕｅ　ｐｅｕｔ　ｐｒｅｎｄｒｅ　ｌ’ｅｍｐｌｏｙｅｕｒ），労働者保護の権利に

かんする諸規程（ｌｅｓ　ｄ１ｓｐｏｓ１ｔ１ｏｎｓ　ｒｅｌａｔ，ｖｅｓ　ａｕｘ　ｄｒ０１ｔｓ　ｄｅ１ａ　ｄ台ｆｅｎｓ　ｄｅｓ　ｓａｌａｎ６ｓ）

についての規定は，経営者の制裁権を行使するぱあいの内容を厳格に規定する

とともに，企業内境則を作成するぱあいの企業側の責任老の権隈を限定するも

のである 。もちろん，企業内規則は，企業あるいは工場において適用される労

働にかんする契約や団体協約の規定に反する条項を含むことはできない。それ

は， 自ら従業員の権利や個人的 ・集団的な自卸こ諸規制をもたらすようにはな

らないであろう 。その諸規制は，達成された任務の性質によっ て正当化される

ものでもないし，追求される目的と釣り合いのとれるものでもたいであろう 。

　労働者の自由にかんする権利の拡大は，企業におげる経営者の管理の権限に

たいして影響せさるをえない。しかし，企業内規則が，企業委員会あるいはそ

れがないぱあいは従業員代表制の意見に従わねぱならたいとしても，企業内規

　　　　　　　　　　　　　　　　　（１９７）
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則の内容について交渉することではなく ，ただ，それらの意見を集めれば良い

ということに過ぎないのが実態である 。とはいえ，企業内観則は労働監督官

（１’ｉｎｓｐｅｃｔｅｕｒ　ｄｕ　ｔｒａｖａｉｌ）の監督下におかれるのだから，自由にかんする権利の

行使が管理されない状態にあるわけではない。国民議会の論議のときから，労

働大臣によっ て注意をうながされたところであ ったが，企業内規則を練り上げ

ることは企業主の責任に属するｒ片務的（ｕｎ１１ａｔ６ｒａ１）」行為であることが間題で

　　　　　　６）
あっ たのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
　つぎに，労働者の自由な意思表示の権利について検討を加えよう 。この問題

は， 企業を民主化する（ｄ６ｍｏｃｒａｔ・ｓｅｒ）という意向からすれは，法律上の権利と

して記述されたこともたく ，判例上にもない，いまだ取りあげられたことのな

かっ た根本的な改革に関連しているものである 。これまで，従業員代表制や企

業委員会，労働組合組織が，それぞれの領分においてそれぞれに，労働者の要

望を企業主に伝達するバイプとな っていた。もし，代表制度の媒介機能が掛げ

がえなく必要なものとして残っているならほ，これらの機能は，最高責任者（１ｅ

ｐｒｅｍ１ｅｒ　ｃｈｅｆ）が関係をもっ ているその諸課題にたいし直接に介入したいとい

う労働者の願いと矛盾するものではない。さらに，労働諸条件（ｌｅｓ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ

ｄｅ　ｔｒａｖａｉｌ）についての特別扱いのやり方で行われることができる労働者の関与

（１’ｍｔｅｒｖｅｎｔ１ｏｎ　ｄｅｓ　ｓａｌａｎ６ｓ）を，自由な意見表示の権利としてあらためて承認し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
ようとするものであるというのが，提案者側の主張であ った 。

　労働諸条件についての労働者の関与の内容は，Ｃ　Ｎ　Ｐ　Ｆ（１ｅ　Ｃｏｎｓｅ・ｌ　Ｎａｔ・ｏｎａｌ

ｄｕ　Ｐａｔｒｏｎａｔ　Ｆｒａｎｇａ・ｓ
，フラソス経営者協議会）が普及 ・　般化を奨励してきたと

ころの交流集会（ｌａ　ｒ台ｍ・ｏｎｓ　ｄ’６ｃｈａｎｇｅｓ），ブ ロシ ェクト ・クノレープ（１ｅｓ　ｇｒｏｕｐｅｓ

ｄｅ　ｐｒｏｊｅｔｓ） ，半ぼ自律的あるいは自律的チーム（１ｅｓ６ｑｕｉｐｅｓ　ｓｅｍｉ－ａｕｔｏｎｏｍｅｓ　ｏｕ

ａｕｔｏｎｏｍｅｓ） ，ＱＣ（１ｅｓ　ｃｅｒｃｌｅｓ　ｄｅ　ｑｕａ１・ｔ６）など ，いろいろな名称で実施されてき

た経験にもとづいて考えられている 。オーノレー報告書，さらにはこの法律の提

案理由書は，明白に経営者組織のイニシアティブを参考にしているとい っても ，

立法者のそこでの意志が，上述の小集団管理の経験を追求してきたその道の練

達者達の意志以上のものを容易に合んでいるというものではない。それは，作

　　　　　　　　　　　　　　　　（１９８）
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業時問内に，交流や討論をゆるされた，そして厳密に規定されたグノレープを介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）して集まることを，労働者に提案するものでしかたい。すたわち，そこでの意

図は，労働者集団（１’ｕｎｉｔ６ｄｅ　ｔｒａｖａｉｌ）

，つまり工場（１’ａｔｅ１ｉｅｒ） ，職場（ｌａ　ｓｏｕｓ－

ｄｉｖｉｓｉｏｎ　ｄ’ａｔｅ１ｉｅｒ） ，さらに部局（ｌｅ　ｂｕｒｅａｕ） ，労働者グループ（１ｅｓ　ｓａ１ａｒｉ６ｓ），目

常的に一緒に仕事をしているすべての労働者クル ープを基盤として，労働者を

集団化することにあるというのである 。労働諸条件を共同で検討することが労

働者に期待されており ，労働生活の組織化（１’ｏｒｇａｎ１ｓａｔ・０ｎ　ｄｅ　Ｉａ　ｖ・ｅ　ｄｅ　ｔｒａｖａ・１）

が期待されているという 。しかし，個人，集団によるこのような意見表示の権

利は，労働組合の活動家の手によっ て本来の役割にもどされうるかも知れない

が， 径営者によっ て労働組合の加こ対抗する手段として悪用される恐れも十分

にあ った 。ＣＦＤＴ（１ａＣｏｎｆ６ｄ６ｒａｔ１ｏｎＦｒａｎｇａ１ｓｅＤ６ｍｏｃｒａｔ・ｑｕｅ　ｄｅｓＴｒａｖａ１ｌｌｅｕｒｓ
，

フラソス民主労働総同盟）は，オーノレー 法に賛成したが，この部分についての熱

狂的な歓迎は表明しなか った。Ｃ・Ｇ・Ｔ・（１ａ　Ｃｏｎｆ６ｄ６ｒａｔｉｏｎ　Ｇ台ｎ６ｒａ１ｄｕ　Ｔｒａｖａｉｌ
，総

同盟）は，受げ入れ賛成にまわるかあるいは調子をおとしたし，Ｆ．Ｏ ．（１ａ　Ｃ ．Ｇ
．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
Ｔ－Ｆｏｒｃｅ　Ｏ ｕｖｒ１

さｒｅ
，労働者の力派）は，この改革に敵思を表明し続げた 。

　意見表示の権利行使の彩態は，企業観模によっ て多様である 。従業員２００人

以下の企業では交渉の奨励（ｕｎｅ　ｉｎｃｉｔａｔｉｏｎ），２００人以上の企業では義務（１ａ

ｏｂｌ・ｇａｔ・ｏｎ）とされている 。しかし，交渉の義務は，協定の締結を義務つげたも

のではない。法律は，この協定の欠除について何もい っていないが，国民議会

は修正を加えて，協定がないばあいに雇主は，労働者代表に相談したげれぱな

らないとした。結果的にみれぱ，かなりの数の企業で交渉が行われることに

なっ たし・署名された１，０３６の協定は，１９８３年の時点には２倍以上，関連企業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ１）６， ＯＯＯ企業のユ５％に達した。なお，労働組合側の署名拒否もあ った 。

　以上のごとく １企業におげる労働者の自由に関する法律は，労働生活の組織

化とその内部ノレールにたいする法的観制によっ て， 小集団管理などまで労働関

係として把握することを意図した。つまり ，労働制愛のもとで労働法が秩序つ

げた労働関係の枠組のなかに，労働生活の組織化，そこでの労働諸条件の決定

を包摂しようとしたものである 。そのために，職場秩序ないし労働の秩序にた

　　　　　　　　　　　　　　　　（ユ９９）
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いし，労働者と雇主ないし企業責任者との双対的関係を承認し，それによっ て，

これを制度のなかに掌握し，労働組合の交渉単位とは別に計画的管理のための

生産機構の基礎的単位を形成しようとしたものであ ったといえる 。

　労働関係にたいする以上のような制度的包摂の拡充のうえで，労働組合主義

の強化がはかられた。すなわち，オーノレー報告以後，政府は，企業内において

労働者に公民としての権利をあたえてきた。政府は，それによっ て労働者に直

接利害関係のある諸決定にたいし圧力をかげたり影響を及ぼしたりする方法を

彼らにあたえられるという立場をとり続げてきた。すなわち，経営者の反対に

直面したときに，労働組合が真に労働者を代表せず，労働組合の数の力（ｌｅＳ

ｅ伍ｅｃｔｉｆｓ）はあまりに弱く ，また細分されている 。オーノレー報告書は，前もっ て

代表制におげるこの問題に答えている 。労働組合の多元主義（ｌｅ　ｐ１ｕｒａ１・ｓｍｅ）は
・

それに自由参加することを望む各労働者に，その中のある代表制大組織を通し

て因家計画にたいし取るべき態度をわからせることをゆるす，つまり民主主義

にとっ て基本的た保証を構成することをゆるすようにしむげるというのが，用

　　　　　　　　１２）
意された答えである 。政府のこのような主張を裏付げるものとして，労働組合

主義に作用しているゆ っくりだが観則的な変化があげられる 。この変化に対応

できなかったＣ．Ｇ．Ｔ．は，労働者の関心をつたぎ止めえずに勢力を後退させ

たが，他方では，労働者は新しい流れの圧力に身を寄せることにな ったという

見解もある 。融通のきかない「機構（１’ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ）」としてのＣ・Ｇ・Ｔ・に比べ

ると ，まだ融通のきく労働組合であるＦ．Ｏ．やＣ・Ｆ・Ｄ・Ｔ・の方に，この新し

い流れの圧力は有利に作用したともいわれる 。このような状況のなかで，オー

ノレー報告書は，労働組合セソターに認められる新方法が勢力増の保証とな って ，

また脅かされる恐れがあるところはどこでも労働組合の自由を発展させて，労

働組合活動の強化に注意を向げることこそ公権力の役目であるとしている 。し

かし，新しい法律による労働組合の強化は，現実の状況を抜本的に変えるこ

とにはならたか ったし，労働組合に新しい権力を実際に与えるものでもなか っ

たのである 。

　結局，代表制にたいする法律に導入された規定は，企業におげる労働組合の

　　　　　　　　　　　　　　　　　（２００）
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位置と役割に関してつぎの三つの柱に関連していた 。

　（１）企業において，労働組合代表が享受する自由の範囲を拡大すること 。

　（２）活動家や代表が裁量できる諸手段を拡大すること 。

　（３）可能なかぎりの最大数の単位組織の創設や発展を容易にして，企業にお

ける労働組合の層を厚くすること 。

　しかし，このような労働者の代表制にたいする強化も ，労働関係のなかに新

らたに含められた労働生活の組織化の領域における位置を明確にされ，組合が

役割を果たさなげれぱ，企業におげる権力関係の改革は進まないし，労働組合

主義の強化にはならない。事実，労使の コミュニケーノヨソを重視する労務管

理によっ て， 労働組合の影響力が減退している例を，フラソスにおいても見る

ことができる 。

　こうして，オーノレー法による労働改革は，労働組合の一部の強い低抗もあ っ

て， 困難ななかの普及とな った。オーノレー 法の適用状況とそのもたらした結果

についての調査報告書が公刊されているが，これらの分析については，別の機

会に譲りたい 。

１）　Ｍａｕｒｉｃｅ　Ｃｏｈｅｎ： ＜Ｕｎ　ｐｒ６１ｕｄｅ主１ａ　ｒ６ｆｏｒｍｅ　ｎ台ｃｅｓｓａｉｒｅ　ｄｕ　ｔｒａｖａｉ１＞，Ｒ８舳６

　Ｐ〃物〃６加刀７０〃３０６乞ｏＺ，ｆｅｖｒｉｅｒ ．ｍａｒｓ１９８２，ｎ
．４４２ ，４４３

，ｐ
．３５

．

２）五つの法律案は，以下のとおりである 。Ｐｒｏｊｅｔ　ｄｅ１ｏｉ　ｒｅｌａｔｉｆ　ａｕ　ｒ６９１ｅｍｅｎｔ

　ｉｎｔ６ｒｉｅｕｒ　ｅｔ　ａｕ　ｄｒｏｉｔ　ｄｉｓｃｉｐｌｉｎａｉｒｅ　ｄａｎｓ　ｌｅｓ　ｅｎｔｒｅｐｒｉｓｅｓ，　Ｐｒｏｊｅｔ　ｄｅ１ｏｉ　ｒｅｌａｔｉｆ

　ａｕ　ｄ６ｖｅｌｏｐｐｅｍｅｎｔ　ｄｅ１’ｅｘｐｒｅｓｓｉｏｎ　ｄｅｓ　ｓａｌａｒｉ６ｓ　ｄａｎｓ１ｅｓ　ｅｎｔｒｅｐｒｉｓｅｓ，　Ｐｒｏｊｅｔ

　ｄｅ１ｏｉ　ｒｅｌａｔｉｆ　ａｕ　ｄ６ｖｅ１ｏｐｐｍｅｎｔ　ｄｅｓ　ｉｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎｓ　ｒｅｐｒ６ｓｅｎｔａｔｉｖｅｓ　ｄｕ　ｐｅｒｓｏｎｎｅｌ
，

　Ｐｒｏ］ｅｔ　ｄｅ１０１ｒｅｌａｔ１ｆ　ａｕｘ　ｃｏｍ１ｔ６ｓ　 ｄ’ ｈｙｇ１さｎｅ，ｄｅ　ｓ６ｃｕｒ１ｔ６ｅｔ　ｄｅｓ　ｃｏｎｄ１ｔ１ｏｎｓ

　ｄｅ　ｔｒａｖａｉｌ，Ｐｒｏｊｅｔ　ｄｅ１ｏｉ　ｒｅ１ａｔｉｆ主１ａ　ｎ６ｇｏｃｉａｔｉｏｎ　ｃｏ１ｌｅｃｔｉｖｅ　ｅｔ　ａｕ　ｒさｇｌｅｍｅｎｔ

　ｄｅｓ　ｃｏｎＨｉｔｓ　ｃｏｎｅｃｔｉｆｓ　ｄｕ　ｔｒａｖａｉｌ
．

３）　Ｌｅｓ　ｎｏｕｖｅａｕｘ　ｄｒｏｉｔｓ　ｄｅｓ　ｔｒａｖａｉｕｅｕｒｓ，　
ｓｏｕｓ　ｌａ　ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ　ｄｅ　ＣｈａｒＩｏｔｔｅ

　Ｌａｕｒｅｎｔ＿ＡｔｔｈａＩｉｎ ，Ｌａ　Ｄ６ｃｏｕｖｅｒｔｅ　ｅｔ“工６〃ｏ〃８ ”， Ｐａｒｉｓ，１９８３，ｐ
．７０

．

４）　オーノレー法関連の法律案のＥｘｐｏｓｅ　ｄｅｓ　ｍｏｔｉｆｓについては，Ｊｅａｎ－Ｃ１ａｕｄｅ

　Ｊａｖｉｌ１ｉｅｒ：工２ｓ７幼ｏブ刎８ｓ肋〃ｏ〃伽ケｏｏｏ〃６砂〃ｓ　Ｚ６１０〃〃｛１９８１（Ｌ．Ｇ．Ｄ．Ｊ
，

　Ｐａｒｉｓ，１９８４，Ｐ．４１７）のＡｍｅｃｓによっ た。

５）　Ｍｌ１ｃｈさｌｅ　ｌＭ１１１１ｏｔ　ｅｔ　Ｊｅａｎ－ｐｏｌ　Ｒｏｕｌｌｅａｕ　Ｌ’舳ケ砂 グｚｓ２ カ０９　舳九　Ｚｏｚｓ　Ａ〃ｏ〃九
，

　Ｅｄｉｔｉｏｎ　 ｄ’ｏｒｇａｎｉｓａｔｉｏｎ，Ｐａｒｉｓ，１９８４，ｐ
．３７

．
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　６）Ｍ１ｃｈさ１ｅ　Ｍ１ｌ１ｏｔ　ｅｔ　Ｊｅａｎ－Ｐｏ１Ｒｏｕ１ｌｅａｕ　伽ゴ舳，Ｐ３９

　７）企業におげる労働者の意見表示についての法案は，Ｃ．Ｇ．Ｔ．の要求に応えたも

　　のであ ったが，法律の適用に必要た協定の締結を経営者の善意（見せかげの）に

　　委ねており ，経営者に何んの圧力ともたらないという根本的な欠歓をもっ ていた

　　（Ｒ２０〃６Ｐ”ｏ考勿〃２６２Ｄヅｏ〃Ｓ０６わＺ，　ｎ ｏ４４２＿４４３，　ｐ ．４０）
．

　８）同法の提案理由書（Ｊｅａｎ－Ｃｌａｕｄｅ　Ｊａｖ１１１１ｅｒ　ｏク６〃 ，Ｐ４１９）。

　９）　Ｍ１ｃｈさ１ｅ　Ｍ１１ｌｏｔ　ｅｔ　Ｊｅａｎ－Ｐｏｌ　Ｒｏｕ１１ｅａｕ　功 ６〃 ，Ｐ４６

　１０）　Ｍ１ｃｈさ１ｅ　Ｍ１１１ｏｔ　ｅｔ　Ｊｅａｎ－Ｐｏ１Ｒｏｕ１１ｅａｕ　％〃２刎，Ｐ４８

　　　なお，Ｃ．Ｇ．Ｔ．の含みのある態度は，表示された改革にたいする全体としての

　　賛成に，多くの点についてのきびしい批判を伴っている 。Ｃ．Ｇ．Ｔ．は，公式には

　　　よい方向にむかう第一歩だが，あまりに遅いという評価である。とくに，公表さ

　　れた意図と提案された手段との問に全体としての一致がないということが強調さ

　　れている。結局，交渉を重視するだげでは不十分で，企業内の力関係に依存する

　　　ことに配慮すべきであ ったことを悔んでいるようである（伽６舳，ｐ
．１１３．）。

　　　政府とＣ．Ｇ．Ｔとの間のこの法案をめぐる対立は，第一に，活動家が権利の

　　拡張に．努め，新しい企業内ルールをつくることに関連している 。それは，労働組

　　合代表の各審級（ｄｅｓ　ｄ１ｖｅｒｓｅｓ１ｎｓｔａｎｃｅｓ）におげる貢献についての対立であ っ

　　た。それは，例えぱ解雇についての企業委員会におげる拒否権をめぐっ ての問題

　　であ った。第二に，長期的戦略，すたわち，杜会変革にかかわる問題があ った 。

　　オールー法によっ てもたらされる変革とＣ．Ｇ．Ｔ．が予想する変革とが最終的に一

　　致するかどうか，という問題であ った。労働大臣によっ てなされたヵヶは，Ｃ ．

　　Ｇ．Ｔ．の実践を動揺させることであ ったし，その第一のナショ ナル ・セソターと

　　しての優位性に障害物を設げようとする試みであ った 。

　１１）　Ｃ．Ｆ．臥とＣ．Ｇ・Ｃ．は１％，Ｃ・Ｆ－Ｔ　Ｃ．は５劣，Ｃ．Ｇ．Ｔ－Ｆ．Ｏ．は９％，Ｃ．Ｇ
．

　　ＴとＣ　Ｆ　Ｄ　Ｔとは１０劣の署名拒否であ った（Ｊｅａｎ－Ｃｌａｕｄｅ　Ｊａｖ１ｌ１１ｅｒ
，功 ６〃

，

　　Ｐ．２４９ ．）。

　１２）Ｍ１ｃｈさｌｅ　Ｍ１１１ｏｔ　ｅｔ　 Ｊｅａｎ－Ｐｏ１Ｒｏｕ１１ｅａｕ　ｏク６〃 ，Ｐ５３

（２０２）


